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本⽇の御議論

 2024年度の電⼒需給⾒通しについて、全電気事業者から提出される供給計画のとり
まとめ作業が完了した。

 これに基づく2024年度夏季・冬期の電⼒需給は、10年に1度の厳気象を想定した
H1需要に対し、すべてのエリア※で安定供給に最低限必要な予備率3％を確保でき
る⾒通しとなった。

 また、2024年度以降は、従来の区域（エリア）の概念を越えた全国⼤での需給運⽤
の強化を図るため、「容量市場」での実需給開始や「需給調整市場」においてすべての
メニューの取引を開始する。

 本⽇は、 ①2024年度電⼒需給の⾒通しと、②2024年度以降の需給運⽤の対応
について報告する。

 加えて、第70回の本委員会において、デジタル化（DX）や脱炭素化（GX）の進展
による産業構造の変化等に伴い、電⼒需要が増加する⾒通しについて、⽴地誘導や、
⼤規模需要家の省エネ促進に向けた取組を検討する観点からも、適切に把握してい
くことの重要性について御議論いただいたところであり、③電⼒需要増加⾒通しに係る
議論状況について報告する。

※⼀般送配電事業者の供給区域を指す。



１．2024年度の電⼒需給⾒通し

２．2024年度以降の需給運⽤

３．電⼒需要増加⾒通しに係る議論状況
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2024年度電⼒需給⾒通し（夏季）
 2024年度夏季は、全エリアとも10年に⼀度の厳しい暑さを想定した場合の需要に対

し、最⼩予備率時において安定供給に最低限必要な予備率3％を確保できる⾒通し。
 他⽅、発電設備のトラブル等によっては、需給が厳しくなる可能性があることから、引き続

き丁寧な電⼒需給バランスの確認が必要。

（出典）左図︓第92回（2023年11⽉17⽇）調整⼒及び需給バランス評価等に関する委員会 資料3
右図︓第96回（2024年 3⽉19⽇）調整⼒及び需給バランス評価等に関する委員会 資料3

各エリアの予備率（猛暑H1）

今回（3/19時点）
（単位︓％）

前回（11/17時点） （単位︓％）

9⽉8⽉7⽉エリア
16.210.54.4北海道

11.9

8.７8.２東北
5.7東京

10.610.3

中部
北陸
関⻄
中国
四国

14.514.813.2九州
35.135.834.0沖縄

9⽉8⽉7⽉エリア
22.513.38.7北海道
11.210.1東北
10.38.37.9東京
11.9

12.411.6

中部

16.1

北陸
関⻄
中国
四国
九州

22.319.422.9沖縄

（単位︓％）
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【参考】2023年度からの供給⼒・需要の⽐較（7⽉）
 2024年度7⽉の供給⼒は23年度に⽐べて北海道、東北、東京、九州、沖縄の５エ

リアで増加。
 2024年度の7⽉の猛暑H1需要⾒通しは、2023年度夏季の⾒通しを上回った

（夏季最⼤488万kW）ことを踏まえ、北海道エリアで⾒通しを17万kW増加。

沖縄九州四国中国関⻄北陸中部東京東北北海道単位【万kW】

209 1,8075881,2013,1895712,8686,1141,4694932023年7⽉の供給⼒※1

2171,9085621,1883,1105502,8326,2261,5565072024年7⽉の供給⼒※1

＋８＋101▲26▲13▲79 ▲21▲36 ＋112＋87＋14増減

供給⼒

（出典）需給検証報告書（2023年5⽉時点）、需給検証報告書（2023年10⽉時点）
第96回（2024年3⽉19⽇）調整⼒及び需給バランス評価等に関する委員会 資料3（電⼒広域的運営推進機関）

沖縄九州四国中国関⻄北陸中部東京東北北海道単位【万kW】

1711,646 5291,0942,9055202,6125,9311,3974692023年7⽉のH1需要⾒通し※2

170
(▲１)

1,615
(▲31)

507
(▲22)

1,072
(▲22)

2,805
(▲100)

496
(▲24)

2,555
(▲57)

5,891
(▲40)

1,351
(▲46)

486
(＋17)

2024年7⽉のH1需要⾒通し※2

( )内は2023年からの増減

需要 ※1 計画外停⽌率や連系線活⽤の考慮後の供給⼒

※2  需要は、最⼤電⼒発⽣時の不等時性を考慮した値【2023年夏季最⼤需要実績】
2023/08/25 11:00~12:00

最⾼気温:34.7℃
最⼤需要実績︓488万kW



3⽉2⽉1⽉12⽉エリア
11.2

11.210.7

22.4
北海道

24.3東北
東京

18.512.3

中部
北陸
関⻄
中国
四国
九州

50.143.640.265.0沖縄
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2024年度電⼒需給⾒通し（冬季）
 2024年度冬季は、全エリアとも10年に⼀度の厳しい寒さを想定した場合の需要に対

して、安定供給に最低限必要な予備率3％を確保できる⾒通し。
 すべてのエリアで10%を超えているが、中⻑期的には需要の増加が⾒込まれていること

や、東京エリアにおいては、電源が東京湾岸に集中している等、⼀定程度リスクがある
状況は継続。

（出典）左図︓第92回（2023年11⽉17⽇）調整⼒及び需給バランス評価等に関する委員会 資料3
右図︓第96回（2024年 3⽉19⽇）調整⼒及び需給バランス評価等に関する委員会 資料3

各エリアの予備率（厳寒H1）

今回（3/19時点）（単位︓％）前回（11/17時点） （単位︓％）

3⽉2⽉1⽉12⽉エリア

18.311.010.8

21.0
北海道
東北
東京

16.4

中部
北陸
関⻄
中国
四国
九州

57.539.241.349.9沖縄
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【参考】2023年度からの供給⼒・需要の⽐較（1⽉）
 2024年度1⽉の供給⼒は23年度と⽐べて北海道、東北、東京、四国、九州の５エリ

アで増加。
 2024年度の1⽉の厳寒H1需要⾒通しは、2023年度の実績を踏まえ、すべてのエ

リアで減少。

沖縄九州四国中国関⻄北陸中部東京東北北海道単位【万kW】

1731,7245471,214 2,8156042,6485,6901,5685842024年1⽉の供給⼒※1

1701,7425491,1742,7105732,6285,8431,6156142025年1⽉の供給⼒※1

▲３＋18＋２▲40▲105▲31▲20＋153＋47＋30増減

供給⼒

（出典）需給検証報告書（2023年10⽉時点）
第96回（2024年3⽉19⽇）調整⼒及び需給バランス評価等に関する委員会 資料3（電⼒広域的運営推進機関）

沖縄九州四国中国関⻄北陸中部東京東北北海道単位【万kW】

1221,5865031,1172,5895552,4355,4731,5095622024年1⽉のH1需要⾒通し※2

121
(▲１)

1,573
(▲13)

496
(▲７)

1,060
(▲57)

2,447
(▲142)

517
(▲38)

2,373
(▲62)

5,276
(▲197)

1,458
(▲51)

554
(▲８)

2025年1⽉のH1需要⾒通し※2

( )内は2024年からの増減

需要 ※1 計画外停⽌率や連系線活⽤の考慮後の供給⼒

※2  需要は、最⼤電⼒発⽣時の不等時性を考慮した値
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【参考】供給計画の取りまとめについて
 供給計画の取りまとめは、短期・中⻑期的な視点で国内における電⼒需給の⾒通しのほか、電

源や送電線の開発計画等について確認し、その結果を広域機関が取りまとめ公表している。
 安定供給の観点で必要と考える場合、国・広域機関及び⼀般送配電事業者が連携し、対策

（供給⼒の追加調達等）を検討・実施することで安定供給の確保に務めている。
 供給計画において取りまとめる項⽬は、以下のとおり。

１．電⼒需要想定
（１）前年度の推定実績及び第１，２年度⾒通し（短期）
（２）当該年度以降１０年間の⾒通し（⻑期）

２．需給バランス
（１）前年度推定実績及び第１，２年度⾒通し（短期）
（２）当該年度以降１０年間の⾒通し（⻑期）

３．電源構成の変化に関する分析
４．送配電設備の増強計画
５．広域的運営の状況
６．電気事業者の特性分析
７．その他（取りまとめでの気づき・課題等）

第69回電⼒・ガス基本政策⼩委員会
（2024年1⽉22⽇）資料6 ⼀部修正
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【参考】供給⼒に織り込んでいない要素
 ⾄近で判明した発電機作業の延⻑、トラブル停⽌等に関しては供給⼒に計上しておらず、実需

給までに復旧作業完了すれば、実需給断⾯で追加供給⼒となりうる。
 新設⽕⼒における試運転では、安定運転のために必要な燃焼試験等の制限はあるが、 実機検

証時のトラブルがなければ実需給断⾯で追加供給⼒となりうる。

2024年度発電所名・号機 設備容量※１

（電源種別） （万kW）エリア
３⽉2⽉1⽉12⽉11⽉10⽉9⽉8⽉7⽉６⽉５⽉4⽉

78.0１号五井
（⽕⼒）

東京 78.0２号五井
（⽕⼒）

78.0３号五井
（⽕⼒）

＜2024年度に試運転を実施する新設発電機※２＞

※2 試運転開始後においても、作業停⽌等により試運転不可となる期間がある

３⽉ 〜 試運転開始予定 2024年8⽉
営業運転開始予定

６⽉ 〜 試運転開始予定 2024年11⽉
営業運転開始予定

10⽉〜試運転開始予定 2025年3⽉
営業運転開始予定

＜発電機作業の延⻑・トラブル停⽌等により供給⼒に計上してない発電機＞
2024年度発電所名・号機 設備容量※1

（電源種別） （万kW）エリア
３⽉2⽉1⽉12⽉11⽉10⽉9⽉8⽉7⽉６⽉５⽉4⽉

107.05号武豊
（⽕⼒）中部

50.01号七尾⼤⽥
（⽕⼒）北陸

70.02号七尾⼤⽥
（⽕⼒）

87.04号⾼浜
（原⼦⼒）関⻄

105.01号電発橘湾
（⽕⼒）四国

1/31 〜 未定（燃料搬送ベルトコンベアトラブル）

1/1 〜 未定（能登半島地震による設備故障）

1/1 〜 未定（能登半島地震による設備故障）

2/15 〜 未定（⾼温再熱蒸気管リーク補修）

12/16 〜 未定 （定検中に蒸気発⽣器伝熱管損傷が判明）

※1 設備容量はいずれも発電端の数値
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【参考】2023〜24年にかけて運転開始済み・予定の⽕⼒発電設備

運転開始年⽉燃料種別出⼒号機発電所名エリア事業者名
2023年2⽉LNG64.7新1号機姉崎

東京

株式会社JERA
2023年4⽉LNG64.7新2号機姉崎株式会社JERA
2023年6⽉⽯炭65.01号機横須賀株式会社JERA
2023年8⽉LNG64.7新3号機姉崎株式会社JERA
2023年12⽉⽯炭65.02号機横須賀株式会社JERA
2024年8⽉LNG78.01号機五井株式会社JERA
2024年11⽉LNG78.02号機五井株式会社JERA
2025年3⽉LNG78.03号機五井株式会社JERA
2023年2⽉⽯炭65.04号機神⼾発電所

関⻄
株式会社コベルコパワー神⼾第⼆

2023年3⽉バイオマス・LNG混焼20.0単独相⽣バイオマス相⽣バイオエナジー株式会社
2023年6⽉⽯炭50.01号機⻄条四国四国電⼒株式会社

（出所）2024年度供給計画等を基に資源エネルギー庁にて作成

注）10万kW以上の発電設備を抽出
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猛暑H1想定値とH1実績値の推移（夏季︓北海道エリア）

猛暑H1実績

猛暑H1想定

11

【参考】北海道エリアの猛暑H1需要想定と最⼤需要実績の⽐較

（出典）北海道電⼒ネットワークより提供

 2023年夏季の猛暑により、当時の猛暑H1想定(469万kW)を更新（実績最⼤488万kW）。
 それにより、2024年度の猛暑H1想定※は486万kWまで引上げられた。

（万kW）

（年度）

+17万kW

※7・8⽉いずれも猛暑H1想定は486万kWまで引上げ

注）夏季最⼤の需要想定及び実績は7・8⽉の最⼤のうちいずれか⼤きい値を本グラフ上は採⽤



１．2024年度の電⼒需給⾒通し

２．2024年度以降の需給運⽤

３．電⼒需要増加⾒通しに係る議論状況
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2024年度以降の需給運⽤（広域運⽤に伴う主な変更点）
 東⽇本⼤震災後、電⼒システム改⾰の⼀環として2015年に電⼒広域的運営推進機関（以

下「広域機関」という。）が設⽴され、全国⼤での効率的な設備形成・需給運⽤を⽬指し、地
域間連系線の整備が進められるとともに、広域的な需給管理・運⽤が段階的に⾏われてきている。

 電⼒需給運⽤については2022年度に広域管理に移⾏し、広域予備率に基づく需給検証や需
給ひっ迫対応、インバランス料⾦制度の⾒直しを⾏ってきた。

 その結果、⽇常的な電⼒需給運⽤において、従前のようなエリア単位での予備率管理ではなく、
地域間連系線を最⼤限活⽤した広域ブロック単位での予備率管理が⼀般化している。

 こうした状況変化を踏まえつつ、2024年度以降の需給運⽤の広域管理の本格化により、主に
以下の内容が変更となる。
①容量市場の実需給開始
②需給調整市場におけるすべてのメニューの取引開始
③広域予備率の⾒通し公表
④電⼒需給ひっ迫時の追加供給⼒対策
⑤電⼒需給ひっ迫時の対応（ひっ迫注意報警報・計画停電等）
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①容量市場の実需給開始（容量確保契約の状況）
 2024年度実需給向けオークション結果から、市場退出等を踏まえ、容量確保契約の契約締結

総容量は全国で163,253,264kWとなった。
第54回容量市場の在り⽅等に関する検討会

（2024年3⽉28⽇）資料4
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②需給調整市場におけるすべてのメニューの取引開始
 電⼒需要の変動は成分毎に分解可能であり、発電機はそれぞれの変動成分に対応した機能を

使い分けて周波数制御を実施している。
 まずは2021年度から低速域の三次②の広域調達を開始し、2022年度からは三次調整⼒①

（三次①）の調達を開始した。他商品についても2024年度から取引を開始する。
 また、2024年1⽉26⽇、需給調整市場の運営及びその他附帯・関連する事業を実施するため、

「電⼒需給調整⼒取引所（EPRX※）」の法⼈化をおこなった。

20252024202320222021年度
三次調整⼒②
応動時間45分以内
継続時間︓3時間

商
品
区
分

三次調整⼒①
応動時間15分以内
継続時間︓3時間

⼆次調整⼒②
応動時間5分以内

継続時間︓30分以上

⼆次調整⼒①
応動時間5分以内

継続時間︓30分以上

⼀次調整⼒
応動時間10秒以内
継続時間︓5分以上

▼調達開始

▼調達開始

▼調達開始

▼調達開始

▼調達開始

⻑周期成分
（サステンド分）

短周期成分
（フリンジ分）

極短周期成分
（サイクリック分）

分解

負
荷

時間

ＦＩＴインバランス特例
に起因する

再エネ予測誤差

＜ある⼀⽇の電⼒需要の例＞ ＜商品区分と導⼊スケジュール＞
※Electric Power Reserve Exchange（EPRX）



EPRX
（⼀般社団法⼈）

EPRX
（TSO9社の任意組合）

従来 法⼈化後

売り⼿︓調整⼒提供者

市場運営の責任主体
＝ “概念的な”電⼒需給調整⼒取引所

市場運営の責任主体
＝ (⼀社)電⼒需給調整⼒取引所

技術審査・アセス等、⼿数料授受

売り⼿︓調整⼒提供者

属地TSO
※ 受託者の⽴場を明確化

属地TSO
※ 市場運営主体

かつ調達者

効率性の観点から⼀部業務
(⼿数料収納含む)を委託

事務局業務（参加申込み等）

技術審査・アセス等、⼿数料授受

TDGC 需給調整市場運営部

※外形上主体に⾒えるが、
実際は受託者

事務局業務委託

事務局業務（参加申込み等）
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【参考】電⼒需給調整⼒取引所の法⼈化の経緯
 2021年4⽉より、TSOによる⺠法上の任意組合の形態でEPRXは設⽴し、取引所事

務局業務については当該組合から、送配電網協議会(需給調整市場運営部)へ委託
する形で市場運営を担ってきた。

 市場運営の安定性、透明性・中⽴性の向上を⼤⽬的としつつ、万が⼀システムトラブ
ル等が発⽣した際の市場運営に係る責任をより明確化するため、今般新法⼈を設⽴
しEPRXを法⼈形態に変更することとなった。
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③広域予備率の⾒通し公表
 現状、広域予備率の週間計画の⾒通しは、毎週⽊曜⽇に広域機関が算定・公表後、電⼒需

給が厳しくなると⾒込まれる場合を除き、特に更新を⾏っていない。
 ⼀⽅、2024年度以降、広域予備率の低下が⾒込まれる場合は、広域機関から発電事業者へ

の通知等により、供給⼒増⼤に向けた事業者の⾃発的な⾏動を促すこととしており、広域予備率
がこれまで以上に重要な指標になる。

 このため、 2024年度以降は最新の⾒通しに基づき、翌々⽇の広域予備率の⾒通しを更新する
予定。

（出典）2024年度以降の翌々⽇計画に関する事業者説明会資料
https://www.occto.or.jp/occtosystem2/oshirase/2022/files/20230323_setumeikai01.pdf

当⽇計画翌⽇計画翌々⽇計画週間計画
（翌週・翌々週）提出する計画

毎ゲートクローズ毎⽇17時30分頃-毎週⽊曜⽇提出期限
当⽇の48点翌⽇の48点電⼒需給が厳しい時のみ

各⼀送が試算(注2)
⽇別の広域機関が指定した時刻（注1）の2点計画点数

当⽇計画翌⽇計画翌々⽇計画週間計画
（翌週・翌々週）提出する計画

毎ゲートクローズ毎⽇17時30分頃毎⽇17時30分頃毎週⽊曜⽇提出期限
当⽇の48点翌⽇の48点⽇別の広域機関が指定し

た時刻（注1）の2点（注4）
⽇別の広域機関が指定した時刻（注1）の2点
※週間計画における翌々⽇に該当する⽇の各計画値を⾒直し、
期限までに更新する。(注3)

計画点数

＜現在（2023年度）＞

＜2024年度＞

注1︓⽉ごとに広域機関が指定する時刻
注2︓準備情報発出の際に48点を試算するが公表は実施していない
注3︓⾒直しの結果各計画値に変更がない場合は更新は⾏わない
注4︓電⼒需給が厳しい時のみ各⼀送が48点を試算
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【参考】広域予備率に関する通知情報（システム画⾯イメージ）
 2024年度以降は容量市場の実需給に合わせて、「広域予備率低下に伴う供給⼒提

供通知」及び「広域予備率低下のおそれに伴う供給⼒提供準備通知」について、広域
公表Webで公表となる。

※本画像は画⾯イメージであるため、実際の数値ではなくテスト数値となる。
（出典）広域公表Webシステム https://web-kohyo.occto.or.jp/kks-web-public/

「翌⽇・当⽇計画」において、各通知状況を表⽰。
この表⽰であれば、3⽉13⽇1時00分~6時00分に
「広域予備率低下に伴う供給⼒提供通知」が送られていることになる。
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④電⼒需給ひっ迫時の追加供給⼒対策

実需給開始〜前⽇ 当⽇

8%
未満

5%
未満

3%
未満

広域
予備率

⽇にち

※1 対策の実施の検討においては、発動回数制限やその時の電⼒需給ひっ迫度合等も踏まえ判断しており、必ずしも同じ順番で検討しないことがある。
※2 ディマンド・リスポンス 消費者が電⼒使⽤量を制御することで、電⼒需要パターンを変化させること。
※3 ⽔⼒両⽤機は⼩売事業者が供給⼒調達した発電機であるため、本対策の発動に関しては、連系線を活⽤できない場合に⼩売電気事業者の承諾を得て供給エリアを切り替えて使⽤する。
※4 電源の作業停⽌時期の調整や休⽌電源の稼働等における対策についても実需給断⾯の状況に応じて実施する。

追加的な供給⼒（kW）を確保するため、⼀般送配電事業者が公募を実施し、落札した休⽌発電所の稼働・DRの発動により、供給⼒を供出する対策。
追加供給⼒公募電源・DR※2の発動

⼀般送配電事業者の発動指令に応じ、相対契約に基づく⼩売電気事業者への供給や卸電⼒市場等への応札をする対策。
発動指令電源の発動

余⼒活⽤契約を結んでいる⽕⼒発電設備において、定格出⼒を超えて過負荷運転を実施し供給⼒を供出する対策。（増出⼒運転）
余⼒活⽤契約を結んでいる⽕⼒発電設備において、事前に合意のうえ、排気ガスの温度設定を通常の運転値より超過させることにより出⼒を上昇させる対策。（ピークモード運転）

増出⼒運転・ピークモード運転

⼀般送配電事業者からの電気の供給指⽰に基づき、ゲートクローズ以降の余⼒を供給⼒として提供する対策。
安定電源への電気の供給指⽰

⾃家⽤発電設備（⽕⼒発電設備）を保有する事業者に対して、発電機の焚き増しを要請することで供給⼒を供出する対策。
⾃家発焚き増し要請

⼀般送配電事業者が⼀時的に貯⽔池全体の⽔位を主体的に運⽤する対策。
揚⽔発電機の運⽤切替

⼀般送配電事業者が余⼒活⽤契約に基づいて電源を追加起動する対策。
余⼒活⽤電源の追加起動

連系線マージン及び運⽤容量を超過して連系線を使⽤し、
ひっ迫していないエリアから電⼒を融通することで供給⼒を確保する対策。

連系線マージンの使⽤・運⽤容量拡⼤

変電所からの送り出し電圧を電気事業法施⾏規則で定める値を維持して、供給電⼒の電圧を下げることで供給⼒を確保する対策。

供給電圧調整

⽔⼒発電所の周波数変換等を⾏い、地域間連系線を介さずにひっ迫するエリアに対して、
ひっ迫していないエリアから電⼒を融通することで供給⼒を確保する対策。

⽔⼒両⽤機切り替え※3

ブラックスタート機能として確保する容量(純揚⽔等)を需給ひっ迫解消のために活⽤する対策。

ブラックスタート容量の活⽤

ひっ迫しているエリアに対して、ひっ迫していないエリ
アから必要な電気の供給を⾏うことで、供給⼒を
確保する対策。

※エリア予備率3%未満の⾒通しの場合に実施

需給ひっ迫融通受電

 各種追加供給⼒対策の前から実需給開始までに検討する対策※1の順序と実施判断基準の予備率については以下のとおり。
 また、追加供給⼒対策については発動を決定したものから随時予備率に加味していく。



需給ひっ迫警報の発令

需給ひっ迫警報の発令（続報）

• あらゆる供給対策を踏まえても、広域予備率が３％を下回る⾒通しとなっ
た場合、前⽇16:00を⽬途に資源エネルギー庁から警報を発令。

※⾃然災害や電源の計画外停⽌が重なる等、急遽予備率低下が⽣じるケースにおいては、上記スキームに限らず警報等を発令する場合がある。

• 需給状況が前⽇時点から改善がされず更新があった場合や、より厳しい⾒
通しとなった場合、広域予備率が3%未満の場合に資源エネルギー庁から
警報（続報）を発令。

前⽇16:00⽬処

当⽇
※需給ひっ迫のおそれが解消されたと判断される場合には警報を解除する。

緊急速報メール（対象者︓不⾜ブロック内の携帯ユーザー）の配信
・不⾜ブロック内の携帯ユーザーに「計画停電実施の可能性」を資源エネルギー庁から「緊急速報メール」にて配信。

⑤電⼒需給ひっ迫時の対応（ひっ迫注意報警報・計画停電等）

警報発令・節電要請等を⾏った後も広域予備率が１％を下回る⾒通しの場合

※計画停電等を⾏う可能性がある場合、⼀般送配電事業者から実施の可能性を公表する。

需給ひっ迫注意報の発令

前々⽇18:00⽬処
需給ひっ迫準備情報の発信
• 蓋然性のある追加供給⼒対策を踏まえても、広域予備率5％を下回る⾒通しとなった場合、前々⽇18:00を⽬処に⼀般送

配電事業者から需給ひっ迫準備情報の発信
※各⼀般送配電事業者が蓋然性のある追加供給⼒対策を反映したエリア予備率を算出し、電⼒広域的運営推進機関が広域予備率を算定する。
この広域予備率を基に各⼀般送配電事業者が電⼒需給ひっ迫準備情報を発信する。

節電要請

• あらゆる供給対策を踏まえても、広域予備
率が５〜３％の⾒通しとなった場合、前
⽇16:00を⽬途に資源エネルギー庁から
注意報を発令。

※前⽇16:00以降に、気象条件の変化や、電源の計画
外停⽌等により、広域予備率3％未満の⾒通しとなった
場合は急きょ警報発令となることがあり得る。

※需給ひっ迫のおそれが解消されたと判断される場合には
注意報を解除する。

計画停電の実施を発表
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※切迫度に応じて、節電要請の内容を変更

実需給の
２時間程度前 ・「計画停電の実施」を、資源エネルギー庁から「緊急速報メール」にて配信。

※ただし、電⼒需給ひっ迫準備情報、電⼒需給ひっ迫警報・注意報、計画停電実施の可能性及び実施については、資源エネルギー庁、電⼒広域的運営推進機関、
各⼀般送配電事業者等において連携し広く⼀般に向け周知をおこなう。
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【参考】計画停電の広域的な実施

 2024年度以降の計画停電の実施については、基本的には広域予備率により判断さ
れることとなる。

第66回電⼒・ガス基本政策⼩委員会
(2023年10⽉31⽇)資料4
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【参考】計画停電の周知に関する主な意⾒
 第66回（10/31）本委員会において、計画停電の周知に関する主な御意⾒は以下のとおり。

 広域ブロック単位での計画停電について理解が難しいと思う。隣のエリアで起きた事故による計画停電の周知につ
いては、広域機関や⼀送と連携するとの記載があるが、当然国からの周知活動が重要と考えるのでしっかりお願い
したい。

 広域ブロックの計画停電という考え⽅に移⾏する以上、計画停電を⾏うことの周知は必要であるがそれが不公正だ
という考え⽅がそもそもおかしいと考える。隣は停電しないで、⾃分の地域は計画停電だというのは理解されないだ
ろうが、被害を受けた地域も停電をした上で、被害を分かち合うことは⾃然な考え⽅。広域ブロック単位ではなくエリ
アという発想にとらわれる必要はない。政府の⽅も我々も⾊々な形で情報発信をしないといけないと感じた。

 2022年3⽉に東⽇本で電⼒需給がひっ迫した際にはメディアなどを活⽤して、周知を⾏っていただき、⼀定の効果
が得られたと認識している。来年度における需給運⽤についても多様な媒体を使⽤してフロー図などの周知を図っ
ていただきたい。広域予備率の⾒通しや計画停電の広域運⽤の制度導⼊についても意義も含め丁寧な説明をお
願いしたい。

 東⽇本⼤震災の時には23区のうち、2つの区で計画停電を実施した。その際に多くの疑念が出たと認識している。
説明責任を果たすことによる不公平感の解消や警報等との併⽤の在り⽅等を整理し、丁寧に説明を⾏うことが必
要。

 計画停電の際の緊急速報メールについて、停電となると⽣活の⾏動を変えるものになるので、準備・⼼づもりが可
能となるよう、できるだけ正確に早い段階で周知を⾏っていただきたい。
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【参考】計画停電実施の考え⽅の周知
 2024年度の計画停電の広域的な運⽤について、資源エネルギー庁、電⼒広域的運

営推進機関及び⼀般送配電事業者で連携して周知を⾏う。
 2024年4⽉1⽇に関係各社のホームページにて周知予定。

資源エネルギー庁HPイメージ 電⼒広域的運営推進機関HPイメージ

⼀般送配電事業者HPイメージ



１．2024年度の電⼒需給⾒通し

２．2024年度以降の需給運⽤

３．電⼒需要増加⾒通しに係る議論状況

24
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電⼒需要増加⾒通しに係る議論状況

 データセンター・半導体⼯場の新増設以外にも、デジタル化（DX）や脱炭素化
（GX）の進展による産業構造の変化等に伴い、電⼒需要が増加する可能性がある。

 こうした動きは、経済産業政策の新機軸で掲げている「国内投資・イノベーション・所得
向上」にも資するものであり、着実に進めていくためには、エネルギーの側⾯からは、省エ
ネの取組に加えて、電⼒の安定供給確保が前提となる。

 また、⼤規模需要家においては、⽴地エリアによっては、既存の系統から送電線を分岐
し、新たに鉄塔を建て、送電線を引く必要があり、需要の伸びや増強費⽤等において
も負担となってくる。

 そのため、関係する委員会等における、現在までの検討状況について本⼩委においても
報告する。

 具体的には、電⼒広域的運営推進機関において検討されている、①将来の電⼒需給
シナリオの議論状況や、経済産業省内にて検討を⼀部開始している②省エネに関する
施策の検討状況や、③⽴地誘導にかかる今後の検討内容について報告する。
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【参考】今後10年の電⼒需要の想定

（出典）電⼒広域的運営推進機関HP 2024年度 全国及び供給区域ごとの需要想定について

需要電⼒量（全国合計）の想定

年度

・テレワーク率の減少
・節電・省エネ

・データセンター・
半導体⼯場の新増設等

 電⼒広域的運営推進機関は、⼀般送配電事業者から提出された電⼒需要の想定を取りまとめ毎
年公表。

 本年1⽉24⽇に公表された想定では、⼈⼝減少や節電・省エネ等により家庭部⾨の電⼒需要は減
少傾向だが、データセンターや半導体⼯場の新増設等による産業部⾨の電⼒需要の⼤幅増加に
より、電⼒需要全体では、震災後はじめて増加の⾒通しに転じた。
※2024年度→2030年度までの前年伸び率は平均で前年約1.005倍で増加。

20302029202820272026202520242023
(実績)

8,3418,3258,2828,2548,1738,1218,0568,027需要電⼒量
（億kWh）

1.0021.0051.0031.0101.0061.0081.004-前年伸び率
（倍）
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【参考】電⼒需給シナリオ検討会における需要⾒通しの議論状況
 電⼒広域的運営推進機関で実施している「将来の電⼒需給シナリオに関する検討会」 において、

需要想定に影響を与える要素としては、デジタル化（DX）や脱炭素化 （GX）の進展による産
業構造の変化等や省エネトレンド等の要素を加味し検討がされている。

将来の電⼒需給シナリオに関する検討会
（2023年11⽉30⽇）資料2
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【参考】省エネ施策に関する議論の状況
 総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 省エネルギー⼩委員会では、電

⼒等の需要が増加する可能性を踏まえ、どのように省エネ等を進めるか、議論が開始されている。

第44回省エネルギー⼩委員会
（2024年3⽉7⽇）事務局資料



【参考】ウェルカムゾーンの情報公開について
 データセンター等を運営する需要家は、⼯場等の建設に当たって、安定的な電⼒供給や円滑な

系統接続が確保できるエリアに関する情報を必要としている。
 こうした中、現在、⼀部の電⼒会社においては、特別⾼圧の需要家に向けて、早期に電⼒供給が

可能なエリア（ウェルカムゾーン）について情報公開を⾏っている。
 今後、データセンター等の⼤規模な電⼒需要の⽴地が拡⼤する可能性がある中、これらの需要を

適地に誘導し効率的な電⼒需給の体制を構築する必要。
 このため、需要家のニーズも踏まえて、建設可能な電⼒容量や建設に必要となる⼯期等の情報

を、ウェルカムゾーンマップとして公開していくことが重要。

29関⻄電⼒送配電株式会社 供給可能エリアマップ
https://www.kansai-td.co.jp/consignment/welcome-zone-map/https://www.tepco.co.jp/pg/consignment/zonemap/index-j.html

東京電⼒パワーグリッド株式会社 ウェルカムゾーンマップ
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【参考】局地的電⼒需要増加と送配電ネットワークに関する研究会
 電⼒・ガス取引監視等委員会においても、送配電ネットワークが局地的需要増加を機動的かつ

円滑に受け⼊れるための課題や⽅策を整理すべく、事務局⻑主催の研究会（局地的電⼒需
要増加と送配電ネットワークに関する研究会）を⽴ち上げ、議論を⾏っている。

局地的電⼒需要増加と送配電ネットワークに
関する研究会（2024/3/1）資料5


